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※本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。



 

 

 

 

 

 

 

この冊子の前半部分はゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの「投資信

託説明書（交付目論見書）」、後半部分は「請求目論見書」です。 

本書は、これらを「投資信託説明書（目論見書）」として一冊にまとめております。 
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投資信託説明書 

（交付目論見書） 

2006.4 

 

※本書は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

 

 

■ 設定・運用は 



 

1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称

「GS US ニュートラル」）(以下｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集については、委託会

社は、証券取引法第 5 条の規定により、有価証券届出書を平成 17 年 10 月 13 日に関東

財務局長に提出しており、平成 17 年 10 月 14 日にその届出の効力が生じております。 

2. 証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販

売会社に対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該

請求を行った旨を記録しておくことをおすすめします。 

3. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投

資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありませ

ん。 
 

 

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではあ

りません。 
 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式を投資対象としますので、組入株

式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価

額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 

 

(注 1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがありま

す。また、「販売会社」とは委託会社の指定する証券会社および登録金融機関をいうほか、文脈上別に解すべ

き場合を除き、これらのためにお申込みの取次を行う取次会社を含むことがあります。 

(注 2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。）を

「投資信託法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の

振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとします。）を「社振法」ということがあります。 

(注 3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計と

して表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 

(注 4） 本書においてゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称「GS US ニュートラル」）を｢本

ファンド｣または「GS US ニュートラル」ということがあります。また、主要投資対象であるゴールドマン・サックス 米国

株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラスおよびゴールドマン・サックス ファンズ・ピーエルシー－ゴールドマン・

サックス US＄リキッド・リザーブズ・ファンドをそれぞれ「米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス」および

「US＄リキッド・リザーブズ・ファンド」ということがあります。 

(注 5） 委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン

ト」といいます。 

 



 

投資信託振替制度への移行について（お知らせ） 

 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）への記載･
記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 

 
◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 
・非課税などの税制優遇措置が 2008 年 1 月以降も継続されます。 

 

ファンドは、2007 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益

権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。 
※政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社債､株式等の振

替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。 

 

◆振替受益権について 
2007 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰

属は、ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益

権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関にかかる口座管理機関（以下、｢振替機関等｣という場合がありま

す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定

まる受益権を「振替受益権」といいます。) 

ファンドの受益権は、本投資信託説明書（交付目論見書）の「その他 振替制度について（10）振替機関について｣に記載

の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われま

す。 

 

◆既に発行された受益証券の振替受益権化について 
委託会社は、本投資信託説明書（交付目論見書）の「その他 信託の終了・約款の変更等｣に記載の手続きにより、信託

約款の変更を行う予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に

記載または記録を申請することができるものとします。 

原則としてファンドの 2006 年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して 2007 年 1 月 4 日に振替受入簿に

記載または記録するよう申請します。 

※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が

2007 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。 

 

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権とな

ります。 

また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販

売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 

 

詳しくは後述の「信託約款（2007 年 1 月 4 日適用予定）の変更内容について」をご覧ください。 
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＜信託約款＞ 

信託約款 

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 

(愛称 GS US ニュートラル) 

 

運用の基本方針 

 

 

 信託約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 外国投資信託の受益証券および外国投資証券を主要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 以下の外国投資信託の受益証券および外国投資証券に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目

標として運用を行います。 

1.  アイルランド籍外国投資信託(契約型) 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス(以下｢米国株式マーケット・ニュートラル・

ファンド A クラス｣といいます。) 

運用方針は、以下のとおりです。 

a. 主として米国株式に投資し、個別銘柄のロング(買い)・ポジションと、ショート(売り)・ポジションを組み合せる

ことにより、付加価値の実現を図りつつ、同時に、米国株式市場全体の騰落からの影響を抑えるマーケッ

ト・ニュートラル戦略を行います。 

b. ゴールドマン・サックス・グループが経済合理性を追求することを目的として設計・開発した計量運用モデルを

用いた計量アクティブ運用を行います。 

2.  アイルランド籍外国投資証券 

ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス US＄リキッド・リザーブズ・ファンド インスティ

テューショナル・アキュムレーション・シェアクラス(以下、｢US＄リキッド・リザーブズ・ファンド｣といいます。) 

運用方針は、以下のとおりです。 

a. 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保

しつつ 大限の収益を追求します。 

② 外貨建資産については 100％為替円ヘッジを基本とします。 

③ 1 ヵ月円 LIBOR をベンチマークとします。 

④ 上記外国投資信託の受益証券および外国投資証券への投資比率は、資金動向および投資対象となる各ファンド

の収益性等を勘案して決定するものとし、原則として、米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラスの組入比率

を高位に保つものの、各証券への投資比率には制限を設けません。 

⑤ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 

⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに運用の指図に関する権限を委託します。 

 

(3) 投資制限 

① 株式(上記外国投資証券を除きます。)への直接投資は行いません。 

② 上記外国投資信託の受益証券および外国投資証券以外の外貨建資産への直接投資は行いません。 

③ 上記外国投資信託の受益証券、外国投資証券およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は

行いません。 

④ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いま

せん。 

 

3. 収益分配方針 

 年 2 回決算を行い、毎計算期末(毎年 1 月および 7 月の特定日(第 8 条第 1 項に定義されます。)に原則として以下の方針に

基づき収益分配を行います。ただし、第 1 回決算日は 2004 年 1 月 22 日とします。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 

② 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額

水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を

行うことがあります。 

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基

づき運用を行います。 



 

＜信託約款＞ 

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 

(愛称 GS US ニュートラル) 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託

者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者と

します。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 1,000 億円1を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円

を限度として信託金を追加することができます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受

けを証する書面を委託者に交付します。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度

額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 38

条第 7 項および第 10 項、第 39 条第 1 項、第

40 条第 1 項、第 41 条第 1 項または第 43 条第

2 項の規定による信託終了日または信託契約解

約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  委託者は、この信託について、証券取引法第 2

条第 3 項第 1 号に掲げる募集を行います。 

②  この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘

は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益証券取得申

込者とし、第 7 条により分割された受益権は、そ

の取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権について

は、1,000 億口を上限とする口数に、追加信託に

よって生じた受益権については、これを追加信託の

つど第 8 条第 2 項の追加口数に、それぞれ均等

に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の

受益権を均等に再分割できます。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  追加信託は、原則として毎月 18 日(ただし、日

本における営業日であり、かつ英国証券取引所、

ニューヨーク証券取引所もしくはアイルランド証券

取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしく

                             
1 30 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止す

ることがあります。 

はダブリンの銀行の休業日ではない日を、以下

｢ファンド営業日｣とし、毎月 18 日がファンド営業

日でないときは、翌ファンド営業日とします。)の 2

ファンド営業日後を特定日とし、当該特定日の翌

営業日にこれを行うものとします。 

②  前項における追加信託金は、特定日の基準価

額に、当該追加信託にかかる受益証券の口数を

乗じた額とします。 

③  この約款において基準価額とは、信託財産に属

する資産(受入担保金代用有価証券を除きま

す。)を法令および社団法人投資信託協会規則

に従って時価評価して得た信託財産の資産総額

から負債総額を控除した金額(以下｢純資産総

額｣といいます。)を計算日における受益権総口数

で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外

国通貨表示の有価証券(以下｢外貨建有価証

券｣といいます。)、預金その他の資産をいいます。

以下同じ。)の円換算については、原則としてわが

国における当日の対顧客電信売買相場の仲値

によって計算します。 

④  第 20 条に規定する予約為替の評価は、原則と

してわが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にするこ

とにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益

権を表示する無記名式の受益証券を発行しま

す。 

②  委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

③  第 1 項の規定により発行された受益証券は、

委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2

条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証

券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する

外国証券会社を含みます。以下同じ。)または登

録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に

規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)

と別に定めるゴールドマン・サックス 米国株式マー

ケット・ニュートラル・ファンド自動けいぞく投資約款

(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を

含みます。)に従って取得申込者が結んだ契約(以

下｢別に定める契約｣といいます。)に基づいて大券

をもって混蔵保管されるため、委託者は受益者の

請求に基づく記名式の受益証券への変更を行い

ません。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行

するときは、その発行する受益証券がこの信託約

款に適合する旨の受託者の認証を受けなければ

なりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって行

います。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、第 10 条の規定により発行される受益証券

を、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関と別に定める契約を結んだ取得申込者に対



 

＜信託約款＞ 

し、当該証券会社もしくは登録金融機関が別途

定める単位をもって取得の申込みに応じることがで

きるものとします。なお、取得申込みの受付けは、

特定日の 5 営業日前までとします。ただし、第 35

条第 1 項に規定する収益分配金の再投資にか

かる追加信託金の申込みに限ってはその後であっ

てもこれを受付けるものとします。 

②  前項の受益証券の価額は、特定日の基準価

額に、当該基準価額に 2.00％を上限として委託

者の指定する証券会社および登録金融機関が

別途定める率を乗じて得た手数料ならびに当該

手数料に対する消費税および地方消費税(以下

｢消費税等｣といいます。)に相当する金額を加算

した価額とします。ただし、この信託契約締結日

前の取得申込みにかかる受益証券の価額は、1

口につき 1 円に、1 円に 2.00％を上限として委託

者の指定する証券会社および登録金融機関が

定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数

料に対する消費税等に相当する金額を加算した

価額とします。 

③ [削除] 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定め

る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合

は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じる

ことができるものとします。その場合の受益証券の

売却価額は、原則として第 29 条に規定する各計

算期間終了日の基準価額とします。 

⑤  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、毎月 18 日

(ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業

日。)の 2 ファンド営業日後(本項において｢当該

日｣といいます。)において証券取引所における取

引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤

作動等により決済が不能となった場合、基準価額

の計算が不能となった場合、計算された基準価

額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含

みます。)があると委託者が判断したときは、当該

日の 5 営業日前までにすでに受付けた取得申込

みを取消すことができます。この場合、委託者がか

かる合理的な事情がなくなったと判断した後の

初の基準価額の計算日の 5 営業日後を特定日

とします。さらに、当該日の前営業日から 4 営業

日前までの期間において、かかる合理的な事情が

あると委託者が判断したときにも、取得申込みの

取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱い

が準用されるものとします。 

 

(受益証券の再交付) 

第 13 条  委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委

託者の定める手続によって、当該受益証券の公

示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請

求したときは、受益証券を再交付します。 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 14 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受

益者が、受益証券を添え再交付を請求したとき

は、委託者の定める手続により受益証券を再交

付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前

条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 15 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益

者に対して実費を請求することができます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第 16 条  この信託において投資の対象とする資産の種類

は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投

資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 1 項で定めるものをいいます。以下同

じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 金銭債権 

ﾊ． 約束手形(証券取引法第 2 条第 1

項第 8 号に掲げるものを除きます。) 

ﾆ. 金銭を信託する信託の受益権のう

ち、有価証券の性質を有しないもの 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 為替手形 

 

(運用の指図範囲等) 

第 17 条  委託者は、信託金を、主として次の外国投資信

託の受益証券、外国投資証券および有価証券

に投資することを指図します。 

1. ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・

ニュートラル・ファンド A クラス 

2. ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・

シー－ゴールドマン・サックス US＄リキッド・

リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・

アキュムレーション・シェアクラス 

3. コマーシャル・ペーパー 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品により運用することを

指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、

信託金を、前項に掲げる金融商品により運用す

ることの指図ができます。 

 

(運用の基本方針) 

第 18 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に

定める運用の基本方針に従って、その指図を行い

ます。 

 

(運用の権限委託) 

第 19 条  委託者は、運用の指図に関する権限を次の者

に委託します。 

商   号： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ

ント・エル・ピー 

所 在 地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨー

ク市 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定

める取り決めに基づく金額が委託者から原則とし

て毎月支払われるものとし、信託財産からの直接

的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託

を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約

款の違反となる運用の指図に関する権限の行使

をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめ

た場合、その他の理由により必要と認められる場

合には、委託者は、運用の指図に関する権限の

委託を中止し、またはその委託内容を変更するこ

とができます。 
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(外国為替予約の運用指図) 

第 20 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、ならびに信託財産に属する外貨建資産につ

いての為替変動リスクを回避するため、外国為替

の売買の予約を指図することができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。ただし、信託財産に属

する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため

にする当該予約取引の指図については、この限り

ではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委

託者は所定の期間内に、その超える額に相当す

る為替予約の一部を解消するための外国為替の

売買の予約取引の指図をするものとします。 

 

(保管業務の委任等) 

第 21 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に

属する資産を外国で保管する場合には、その業

務を行うに充分な能力を有すると認められる金融

機関と保管契約を締結し、これを委任することが

できます。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中

より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 22 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法

令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管さ

せることができます。 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 23 条  信託財産に属する有価証券については、実務

上可能であり、かつ委託者または受託者が必要と

認める場合のほか、信託の表示および記載をしま

せん。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 24 条  委託者は、信託財産に属する外国投資信託の

受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求

および有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 25 条  委託者は、前条の規定による一部解約の代

金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、外

国投資信託の受益証券にかかる収益分配金、

外国投資証券の清算分配金、有価証券等にか

かる利子等、外国投資証券の配当金およびその

他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

(資金の借入れ) 

第 26 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに

運用の安定性をはかるため、信託財産において一

部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う

支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。)を目的として、または再投資にかかる

収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま

す。)の指図をすることができ、また法令上可能な

限度において融資枠の設定を受けることを指図す

ることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

②  一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借

入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の

受渡日までの間、受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する金融商品の解約

代金入金日までの間または受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券

等の償還金の入金日までが 5 営業日以内である

場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証

券の売却代金、金融商品の解約代金および有

価証券等の償還金の合計額を限度とします。 

③  収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託

財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再

投資額を限度とします。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費

用は信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 27 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生

じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。 

 

(受託者等による資金の立替え) 

第 28 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転

換、外国投資証券の発行または投資口の割当が

ある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金

等、外国投資証券の清算分配金、有価証券等

にかかる利子等、外国投資証券の配当金および

その他の未収入金で、信託終了日までにその金

額を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者

または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入

れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを

定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 29 条  この信託の計算期間は、毎年 1 月の特定日の

翌日から 7 月の特定日までおよび 7 月の特定日

の翌日から翌年 1 月の特定日までとすることを原

則とします。なお、第 1 計算期間は 2003 年 8 月

29 日から 2004 年 1 月 22 日までとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 30 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信

託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 31 条  信託事務の処理等に要する諸費用(監査費

用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、

郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の

管理事務に関連する費用、受益証券作成に関

する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。信託財産に関する

租税についても、受益者の負担とし、信託財産中

から支弁します。信託事務の処理等に要する諸

費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替

えた立替金の利息およびその他信託財産に関す
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る費用(信託報酬および当該信託報酬に対する

消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下

｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に

要する諸費用の支払を信託財産のために行い、

支払金額の支弁を信託財産から受けることができ

ます。この場合委託者は、現に信託財産のために

支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受

領する金額に上限を付することができます。また、

委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代

わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定

率または固定金額にて信託財産からその支弁を

受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固

定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規

模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あ

らかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固

定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項において諸費用の固定率または固定金

額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 29 条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用

は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産

中から支弁します。なお、第 1 回目の計算期末は

2004 年 1 月 22 日です。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 32 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年 10,000 分の 95 の率を

乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終

了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託

者と受託者との間の配分は別に定めます。なお、

第 1 回目の計算期末は 2004 年 1 月 22 日で

す。 

③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当す

る金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 

 

(成功報酬の額および支弁の方法) 

第 33 条  委託者は、前条に規定する信託報酬(以下、本

条において｢基本報酬｣といいます。)に加えて、特

定日の基準価額(基本報酬控除後であり、本条

に規定する成功報酬控除前であるものとします。

なお、本条に基づく成功報酬の計算においては、

収益の分配がなされた場合にもその影響は排除さ

れるものとします。)が、以下に定める方法で計算さ

れる価額(以下｢ハイ・ウォーターマーク｣といいま

す。)を超えた場合には、当該超過額に対して

25％の率を乗じて得た額(以下｢成功報酬｣といい

ます。)を受領します。ある特定日(以下｢当該特

定日｣といいます。)におけるハイ・ウォーターマーク

は、直前の特定日のハイ・ウォーターマークに対し、

直前の特定日の 1 ヵ月円 LIBOR(1 年を 360 日

として計算)により、直前の特定日の翌営業日から

当該特定日までの期間計算される額を加算して

得られる価額とします。上記にかかわらず、ある特

定日において成功報酬が受領された場合におい

ては、爾後のハイ・ウォーターマークの計算において

は、かかる特定日のハイ・ウォーターマークは、基本

報酬控除後かつ当該成功報酬控除後でありかつ

収益の分配が行われた場合の収益分配後の基

準価額とします。ただし、信託契約締結日以後

初の特定日におけるハイ・ウォーターマークの計

算においては、直前の特定日のハイ・ウォーター

マークとは 1 口につき 1 円を、直前の特定日とは

信託契約締結日を意味するものとします。 

②  前項の成功報酬は毎計算期末または信託終

了の時信託財産中から支弁するものとします。 

③  第 1 項の成功報酬は、前条に定める信託報酬

の一部として計上します。前条を除き、この約款に

おいて｢信託報酬｣という場合には、第 1 項の成功

報酬を含むものとします。 

④  第 1 項の成功報酬に対する消費税等に相当す

る金額を成功報酬支弁の時に信託財産中から

支弁します。 

⑤  第 1 項の特定日は、第 12 条第 5 項の規定に

従うものとします。 

 

(収益の分配) 

第 34 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益か

ら支払利息を控除した額(以下｢配当等収

益｣といいます。)は、諸経費、信託報酬お

よび当該信託報酬に対する消費税等に

相当する金額を控除した後、その残金を

受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配にあてるため、その一部を分

配準備積立金として積み立てることができ

ます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金

額(以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対す

る消費税等に相当する金額を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益

をもって補てんした後、受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配に

あてるため、分配準備積立金として積み立

てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損

失は、次期に繰り越します。 

 

(収益分配金の再投資ならびに償還金および一部解約金の支

払い) 

第 35 条  委託者は、原則として、毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する

証券会社および登録金融機関に交付します。こ

の場合、委託者の指定する証券会社および登録

金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者

に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受

益証券の売り付けを行います。 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、受益者がその有する受益証券の全部もしく

は一部の口数について、あらかじめ計算期間を指

定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益

証券の取得申込を中止することを申出た場合に

おいては、前項の規定にかかわらず、当該受益証

券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了

のつど受益者に支払います。 

③  前項の場合、収益分配金は、当該計算期間の

終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から

委託者の指定する証券会社および登録金融機

関を通じて受益者に支払います。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
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下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託

者の指定する日から受益証券と引換えに委託者

の指定する証券会社および登録金融機関を通じ

て受益者に支払います。 

⑤  一部解約金は、原則として特定日から起算して

5 営業日目から委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

⑥  前 4 項に規定する収益分配金、償還金および

一部解約金の支払いは、委託者の指定する証

券会社および登録金融機関の営業所等において

行うものとします。本条に定める受益者への支払

いについては、委託者は当該証券会社または登

録金融機関に対する支払いをもって免責されるも

のとします。かかる支払いがなされた後は、当該収

益分配金、償還金および一部解約金は、源泉

徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経

過後当該証券会社または登録金融機関より回

収した金額があればその金額)を除き、受益者の

計算に属する金銭となるものとします。 

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金に係る

収益調整金(所得税法施行令第 27 条の規定に

よるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の

価額と元本との差額をいいます。)は、原則として、

各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応

じて計算され、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるものとし

ます。本項に規定する｢各受益者毎の信託時の

受益証券の価額等｣とは、原則として、各受益者

毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託

のつど当該口数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑧  この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委

託者の指定する証券会社または登録金融機関

が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより

委託者が損害を被った場合には、委託者に過失

がない場合に限り、受託者の承諾を得て委託者

は信託財産よりその損害の賠償を受けることがで

きます。 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 36 条  受益者が、収益分配金については毎計算期間

の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する支

払開始日から 5 年間その支払いを請求しないと

き、および信託終了による償還金について前条第

4 項に規定する支払開始日から 10 年間その支

払いを請求しないときは、その権利を失い、委託

者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に

帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と

支払いに関する受託者の免責) 

第 37 条  受託者は、収益分配金については第 35 条第 1

項または第 3 項に規定する支払開始日までに、

償還金については第 35 条第 4 項に規定する支

払開始日の前日までに、一部解約金については

第 35 条第 5 項に規定する支払日までに、その全

額を委託者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分

配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま

せん。 

 

(信託の一部解約) 

第 38 条  受益者は、特定日において、自己の有する受益

証券につき、委託者に当該特定日を一部解約実

行の請求日として、1 口単位をもって一部解約の

実行を請求することができます。なお、一部解約

実行の請求の受付けは、特定日の 5 営業日前ま

でとします。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受

け付けた場合には、本条第 11 項に規定する場

合を除きこの信託契約の一部を解約します。 

③  第 1 項の一部解約の価額は、特定日の基準

価額から当該基準価額に 0.20％の率を乗じて得

た額を信託財産留保額として控除した価額としま

す。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求を

するときは、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関に対し、受益証券をもって行うものと

します。 

⑤  委託者は、毎月 18 日(ファンド営業日でない場

合は、翌ファンド営業日。)の 2 ファンド営業日後

(本項において｢当該日｣といいます。)において、証

券取引所における取引の停止その他合理的な事

情(コンピューターの誤作動等により決済が不能と

なった場合、基準価額の計算が不能となった場

合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑

いが生じた場合等を含みます。)があるときは、当

該日の 5 営業日前までにすでに受け付けた一部

解約の実行の請求を保留または取消すことができ

ます。なお、この場合、第 12 条第 5 項の通り、委

託者がかかる事情がなくなったと判断した後の

初の基準価額の計算日の 5 営業日後を特定日

とします。さらに、当該日の前営業日から 4 営業

日前までの期間において、かかる合理的な事情が

あると委託者が判断したときにも、一部解約の実

行の請求の保留または取消しおよび特定日の変

更につき、上記の取扱いが準用されるものとしま

す。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求が保留され

た場合には、受益者は保留された一部解約の実

行の請求を撤回できます。ただし、受益者が変更

後の特定日の 5 営業日前までにその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証

券の一部解約の価額は、前項により定められる日

を特定日として第 3 項の規定に準じて計算された

価額とします。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することによ

り、この信託にかかる受益権の総口数が 30 億口

を下回ることとなった場合には、受託者と協議のう

え、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この

信託契約を解約し、この信託を終了させることが

できます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、こ

れを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書

面を交付します。ただし、すべての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の

場合にこれを準用します。この場合において、次条

第 4 項中｢第 1 項｣とあるのは｢第 38 条第 7 項｣

と読み替えます。 

⑩  受益者による第 1 項の一部解約の実行の請求

に基いてこの信託契約の一部を解約することによ

り、この信託にかかる受益権の総口数が 0 となる

場合には、委託者は、受託者と協議のうえ委託
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者が指定する日をもって、この信託契約を解約

し、信託を終了させるものとします。この場合におい

て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出ます。 

⑪  委託者が、前項の解約をするときは、第 1 項に

定めるこの信託契約の一部の解約は行いません。

次条第 2 項の規定は、前項の場合にこれを準用

します。 

 

(信託契約の解約) 

第 39 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約

を解約することが受益者のため有利であると認める

とき、または正当な理由があるときは、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け

出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解

約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託契約に係るす

べての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととし

たときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受

益者に対して交付します。ただし、すべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状

態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下

らずにその公告および書面の交付を行うことが困

難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 40 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約

の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定

に従います。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 41 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたと

き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託

契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は第

44 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資

信託委託業者と受託者との間において存続しま

す。 

 

(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 42 条  委託者は、営業の全部または一部を譲渡するこ

とがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業

を譲渡することがあります。 

②  委託者は、分割により営業の全部または一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 43 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。この場合、委託者は、第

44 条の規定に従い、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託

者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

③  委託者は、受託者につき以下の事由が生じた

場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、

法令に従い受託者を解任することができます。受

託者の解任に伴う取扱いについては、前 2 項に定

める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。 

1. 支払いの停止または破産、民事再生手続

開始、会社更生手続開始、会社整理開

始もしくは特別清算開始の申立があったと

き。 

2. 手形交換所の取引停止処分を受けたと

き。 

3. 受託者の財産について仮差押、保全差押

または差押の命令、通知が発送されたと

き。 

4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の

履行を怠ったとき。 

5. その他委託者が合理的に判断したときで、

受託者の信用力が著しく低下し、委託者

による信託財産の運用または受託者によ

る信託財産の保管に支障をきたすと認めら

れるとき。 

④  本条に基づき受託者が辞任しまたは解任された

または解任されうる場合において、委託者が本信

託約款に定める受託者の義務を適切に履行する

能力ある新受託者を選任することが不可能または

困難であるときは、委託者は解任権を行使する義

務も新受託者を選任する義務も負いません。委

託者は、本条に基づく受託者の解任または新受

託者の選任についての判断を誠実に行うよう努め

るものとしますが、かかる判断の結果解任されな

かった受託者または選任された新受託者が倒産

等により本信託約款に定める受託者の義務を履

行できなくなった場合には、委託者は、当該判断

時において悪意であった場合を除き、これによって

生じた損害について受益者に対し責任を負いませ

ん。 

 

(信託約款の変更) 

第 44 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めると

きまたは正当な理由があるときは、受託者と合意

のうえ、この信託約款を変更することができるものと

し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容

を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が

重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この信託約款に
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係るすべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないことと

したときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた

る受益者に対して交付します。ただし、すべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

 

(反対者の買取請求権) 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第 39 条第 3 項または前条第 3 項の一定の

期間内に委託者に対して異議を述べた受益者

は、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関を通じ、受託者に対し、自己の有する受益

証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。 

 

(公  告) 

第 46 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経

済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 47 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたとき

は、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

付 則 

第 1 条  この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律(政令で定める日以

降｢社債、株式等の振替に関する法律｣となった

場合は読み替えるものとし、｢社債、株式等の振

替に関する法律｣を含め｢社振法｣といいます。以

下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以

降に追加信託される受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことに

ついて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に

規定する｢振替機関｣をいい、以下｢振替機関｣と

いいます。)及び当該振替機関の下位の口座管

理機関(社振法第 2 条に規定する｢口座管理機

関｣をいいます。)の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります(以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を｢振

替受益権｣といいます。)。当該振替受益権は、受

益証券とみなされ、この信託約款の適用を受ける

ものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う

振替機関が社振法の規定により主務大臣の指

定を取り消された場合または当該指定が効力を

失った場合であって、当該振替機関の振替業を

承継する者が存在しない場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。 

 また、約款本文の規定にかかわらず、2007 年 1

月 4 日以降、委託者は、受益権の再分割を行い

ません。ただし、社債、株式等の振替に関する法

律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、

同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割できるものとします。 

②  2007 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係

る受益証券を保有する受益者は、自己の有する

受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載ま

たは記録を申請するよう請求することができます。 

③  委託者は、前項の振替受入簿に記載または記

録の申請の請求を受付けた場合には、当該請求

に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受

入簿に記載または記録を申請します。この場合に

おいて、委託者は、委託者の指定する証券会社

および登録金融機関に当該申請の手続きを委任

することができます。 

④  受益者が第 2 項の振替受入簿に記載または記

録の申請の請求をするときは、委託者の指定する

証券会社または登録金融機関に対し、受益証券

をもって行うものとします。なお、振替受入簿に記

載または記録された受益権にかかる受益証券は

無効となり、当該記載または記録による振替受益

権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用

を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿

に記載または記録された受益権については、この

信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規

定により主務大臣の指定を取り消された場合また

は当該指定が効力を失った場合であって、当該振

替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益

者は受益証券の発行を請求しないものとします。 

⑤  委託者は、委託者が受益者を代理してこの信

託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申

請することができる旨の信託約款変更をしようとす

る場合は、その変更の内容が重大なものとして約

款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。

ただし、この場合において、振替受入簿の記載ま

たは記録を申請することについて委託者に代理権

を付与することについて同意をしている受益者へ

は、変更しようとする旨およびその内容を記載した

書面の交付を原則として行いません。 

⑥  委託者が、前項の信託約款変更を行った場

合、原則としてこの信託の 2006 年 12 月 29 日

現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契

約の一部解約が行われたもので、当該一部解約

にかかる一部解約金の支払開始日が 2007 年 1

月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代

理して 2007 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載ま

たは記録するよう申請します。ただし、保護預かり

ではない受益証券に係る受益権については、信

託期間中において委託者が受益証券を確認した

後当該申請を行うものとします。 

⑦  委託者が第 5 項の信託約款変更を行った場

合、2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解

約に係る一部解約の実行の請求を受益者がする

ときは、委託者の指定する証券会社または登録

金融機関に対し、振替受益権をもって行うものと

します。ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解

約金が受益者に支払われることとなる一部解約の

実行の請求で、2007 年 1 月 4 日前に行われる

当該請求については、振替受益権となることが確

実な受益証券をもって行うものとします。 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 
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 信託契約締結日  2003 年 8 月 29 日 

 

 

委託者   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者   日興シティ信託銀行株式会社 
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信託約款(2007 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について 

 

2006 年 12 月 29 日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて振替受益権と

するため、委託者は、2007 年 1 月 4 日適用予定で重大な約款変更を行う予定です。下記の表は、この

場合の信託約款の変更内容について記載しております。 

なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文

の変更(読み替え)は割愛している場合があります。 

 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

(重大な約款変更後の約款の内容) (2006 年 4 月 13 日現在の約款の内容) 
(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  (略) 

②  この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、

投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13

項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者

とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得

申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  (略) 

②  委託者は、受益権の再分割を行いません。ただ

し、社債、株式等の振替に関する法律が施行され

た場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるとこ

ろにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  (略) 

②  前項における追加信託金は、特定日の基準価額

に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた

額とします。 

③  (略) 

④  (略) 

 

(受益権の帰属と受益証券の不発行) 

第 10 条  この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、社

債等の振替に関する法律(政令で定める日以降

「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合

は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関

する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)

の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信

託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの

投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した

一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機

関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該

振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条

に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿

に記載または記録されることにより定まります(以下、

振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  (同左) 

②  この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘

は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条

第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込

者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取

得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  (同左) 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の

受益権を均等に再分割できます。 

 

 

 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  (同左) 

②  前項における追加信託金は、特定日の基準価額

に、当該追加信託にかかる受益証券の口数を乗じ

た額とします。 

③  (同左) 

④  (同左) 

 

(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第7条の規定により分割された受益権

を表示する無記名式の受益証券を発行します。 
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る受益権を「振替受益権」といいます。)。 

②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合で

あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合

を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し

ません。 

 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等

により受益証券を発行する場合を除き、受益証券

の再発行の請求を行わないものとします。 

③  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益

権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社振法に定める事項の

振替機関への通知を行うものとします。振替機関

等は、委託者から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口

座簿への新たな記載または記録を行います。 

④  委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権

を振替受入簿に記載または記録を申請することが

できるものとし、原則としてこの信託の 2006 年 12 月

29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信

託契約の一部解約が行われたもので、当該一部

解約にかかる一部解約金の支払開始日が 2007 年

1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代

理して 2007 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載また

は記録するよう申請します。振替受入簿に記載また

は記録された受益権にかかる受益証券は無効とな

り、当該記載または記録により振替受益権となりま

す。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の

受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す

る場合において、委託者の指定する証券会社(証

券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をい

い、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に

規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)お

よび登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3

項に規定する登録金融機関をいいます。以下同

じ。)に当該申請の手続きを委任することができま

す。 

 

(受益権の設定に係る受託者の通知) 

第 11 条  受託者は、追加信託により生じた受益権について

は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨

の通知を行います。 

 

 

 

 

(受益権の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益

権を、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関と別に定めるゴールドマン・サックス 米国株式

マーケット・ニュートラル・ファンド自動けいぞく投資約

款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を

含みます。)に従った契約(以下｢別に定める契約｣と

いいます。)を結んだ取得申込者に対し、当該証券

会社もしくは登録金融機関が別途定める単位をも

 

②  委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍の

口数を表示した受益証券とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  第 1 項の規定により発行された受益証券は、委

託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9

項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に

関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会

社を含みます。以下同じ。)または登録金融機関

(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録

金融機関をいいます。以下同じ。)と別に定めるゴー

ルドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・

ファンド自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の

権利義務を規定する約款を含みます。)に従って取

得申込者が結んだ契約(以下｢別に定める契約｣と

いいます。)に基づいて大券をもって混蔵保管される

ため、委託者は受益者の請求に基づく記名式の受

益証券への変更を行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行す

るときは、その発行する受益証券がこの信託約款に

適合する旨の受託者の認証を受けなければなりま

せん。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を

受益証券に記載し記名捺印することによって行いま

す。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、第 10 条の規定により発行される受益証券

を、委託者の指定する証券会社または登録金融機

関と別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、

当該証券会社もしくは登録金融機関が別途定める

単位をもって取得の申込みに応じることができるもの

とします。なお、取得申込みの受付けは、特定日の

5 営業日前までとします。ただし、第 35 条第 1 項に

規定する収益分配金の再投資にかかる追加信託
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って取得の申込みに応じることができるものとします。

なお、取得申込みの受付けは、特定日の 5 営業日

前までとします。ただし、第 35 条第 1 項に規定する

収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込

みに限ってはその後であってもこれを受付けるものとし

ます。 

②  前項の取得申込者は委託者の指定する証券会

社または登録金融機関に、取得申込と同時にまた

は予め、自己のために開設されたこの信託の受益権

の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと

し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増

加の記載または記録が行われます。なお、委託者の

指定する証券会社および登録金融機関は、当該

取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該

取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支

払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。 

③  第 1 項の受益権の価額は、特定日の基準価額

に、当該基準価額に 2.00％を上限として委託者の

指定する証券会社および登録金融機関が別途定

める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に

対する消費税および地方消費税(以下｢消費税等｣

といいます。)に相当する金額を加算した価額としま

す。ただし、この信託契約締結日前の取得申込み

にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、1 円に

2.00％を上限として委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料

ならびに当該手数料に対する消費税等に相当する

金額を加算した価額とします。 

④  (略) 

⑤  前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める

契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、

1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることが

できるものとします。その場合の受益権の価額は、原

則として第 29 条に規定する各計算期間終了日の

基準価額とします。 

⑥  (略) 

 

(受益権の譲渡に係る記載または記録) 

第 13 条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合

には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機

関等に振替の申請をするものとします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等

は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の

口数の減少および譲受人の保有する受益権の口

数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、前項の振替機関

等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等

(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行われる

よう通知するものとします。 

③  委託者は、第 1 項に規定する振替について、当

該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲

受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

金の申込みに限ってはその後であってもこれを受付け

るものとします。 
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②  前項の受益証券の価額は、特定日の基準価額

に、当該基準価額に 2.00％を上限として委託者の

指定する証券会社および登録金融機関が別途定

める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に

対する消費税および地方消費税(以下｢消費税等｣

といいます。)に相当する金額を加算した価額としま

す。ただし、この信託契約締結日前の取得申込み

にかかる受益証券の価額は、1 口につき 1 円に、1

円に 2.00％を上限として委託者の指定する証券会

社および登録金融機関が定める率を乗じて得た手

数料ならびに当該手数料に対する消費税等に相

当する金額を加算した価額とします。 

③  (同左) 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める

契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、

1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることが

できるものとします。その場合の受益証券の売却価

額は、原則として第 29 条に規定する各計算期間

終了日の基準価額とします。 

⑤  (同左) 

 

(受益証券の再交付) 

第 13 条  委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託

者の定める手続によって、当該受益証券の公示催

告による除権判決の謄本を添え再交付を請求した

ときは、受益証券を再交付します。 
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る場合等において、委託者が必要と認めるときまた

はやむを得ない事情があると判断したときは、振替

停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

(受益権の譲渡の対抗要件) 

第 14 条  受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿

への記載または記録によらなければ、委託者および

受託者に対抗することができません。 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

(収益分配金の再投資ならびに償還金および一部解約金の支払

い) 

第 35 条  受託者が委託者の指定する預金口座等に払い

込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証

券会社および登録金融機関に交付されます。この

場合、委託者の指定する証券会社および登録金

融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対

し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の

売り付けを行います。当該売付けにより増加した受

益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口

座簿に記載または記録されます。 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もし

くは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指

定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益権

の取得申込を中止することを申出た場合において

は、前項の規定にかかわらず、当該受益権に帰属

する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益

者に支払います。 

③  前項の場合、収益分配金は、当該計算期間の

終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から委

託者の指定する証券会社および登録金融機関を

通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の

振替口座簿に記載または記録されている受益者

(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に

おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期

間の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。)

に支払います。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産

総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定

する日から、信託終了日において振替機関等の振

替口座簿に記載または記録されている受益者(信

託終了日以前において一部解約が行われた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため委託者の指定する証券会社または登録金

融機関の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。)に支払

 

 

 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 14 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益

者が、受益証券を添え再交付を請求したときは、委

託者の定める手続により受益証券を再交付しま

す。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前条の規定

を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 15 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益

者に対して実費を請求することができます。 

 

(収益分配金の再投資ならびに償還金および一部解約金の支払

い) 

第 35 条  委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券

会社および登録金融機関に交付します。この場

合、委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し

遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の

売り付けを行います。 

 

 

 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、受益者がその有する受益証券の全部もしくは

一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定

し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益証券

の取得申込を中止することを申出た場合において

は、前項の規定にかかわらず、当該受益証券に帰

属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受

益者に支払います。 

③  前項の場合、収益分配金は、当該計算期間の

終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から委

託者の指定する証券会社および登録金融機関を

通じて受益者に支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産

総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定

する日から受益証券と引換えに委託者の指定する

証券会社および登録金融機関を通じて受益者に

支払います。 
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います。なお、当該受益者は、その口座が開設され

ている振替機関等に対して委託者がこの信託の償

還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の

口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行われます。

⑤  一部解約金は、原則として特定日から起算して 5

営業日目から委託者の指定する証券会社および

登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。

⑥  (略) 

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金に係る

収益調整金(所得税法施行令第 27 条の規定によ

るものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額

と元本との差額をいいます。)は、原則として、各受

益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算

され、追加信託のつど当該口数により加重平均さ

れ、収益分配のつど調整されるものとします。本項に

規定する｢各受益者毎の信託時の受益権の価額

等｣とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益

権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし

ます。 

⑧  (略) 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 36 条  受益者が、収益分配金については毎計算期間の

終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する支払開

始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、および

信託終了による償還金について前条第 4 項に規定

する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた

金銭は、委託者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに

関する受託者の免責) 

第 37 条  受託者は、収益分配金については第 35 条第 1

項または第 3 項に規定する支払開始日までに、償

還金については第 35 条第 4 項に規定する支払開

始日の前日までに、一部解約金については第 35 条

第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託

者の指定する預金口座等に払い込みます。 

②  受託者は、前項の規定により委託者の指定する

預金口座等に収益分配金、償還金および一部解

約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いに

つき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第 38 条  受益者は、特定日において、自己に帰属する受

益権につき、委託者に当該特定日を一部解約実

行の請求日として、1 口単位をもって一部解約の実

行を請求することができます。なお、一部解約実行

の請求の受付けは、特定日の 5 営業日前までとしま

す。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け

付けた場合には、本条第 11 項に規定する場合を

除きこの信託契約の一部を解約します。なお、前項

の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託

 

 

 

 

 

 

⑤  一部解約金は、原則として特定日から起算して 5

営業日目から委託者の指定する証券会社および

登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

⑥  (同左) 

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収

益調整金(所得税法施行令第 27 条の規定による

ものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額

と元本との差額をいいます。)は、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計

算され、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。本項

に規定する｢各受益者毎の信託時の受益証券の

価額等｣とは、原則として、各受益者毎の信託時の

受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数

により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

⑧  (同左) 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 36 条  受益者が、収益分配金については毎計算期間の

終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する支払開

始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、および

信託終了による償還金について前条第 4 項に規定

する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな

いときは、その権利を失い、委託者が受託者から交

付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支

払いに関する受託者の免責) 

第 37 条  受託者は、収益分配金については第 35 条第 1

項または第 3 項に規定する支払開始日までに、償

還金については第 35 条第 4 項に規定する支払開

始日の前日までに、一部解約金については第 35 条

第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託

者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配

金、償還金および一部解約金を交付した後は、受

益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

 

(信託の一部解約) 

第 38 条  受益者は、特定日において、自己の有する受益

証券につき、委託者に当該特定日を一部解約実

行の請求日として、1 口単位をもって一部解約の実

行を請求することができます。なお、一部解約実行

の請求の受付けは、特定日の 5 営業日前までとしま

す。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け

付けた場合には、本条第 11 項に規定する場合を

除きこの信託契約の一部を解約します。 
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者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、

社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行わ

れます。 

③  (略) 

④  2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に

係る一部解約の実行の請求を受益者がするとき

は、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。

ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受

益者に支払われることとなる一部解約の実行の請

求で、2007 年 1 月 4 日前に行われる当該請求につ

いては、振替受益権となることが確実な受益証券を

もって行うものとします。 

⑤  (略) 

⑥  前項により一部解約の実行の請求が保留された

場合には、受益者は保留された一部解約の実行の

請求を撤回できます。ただし、受益者が変更後の特

定日の 5 営業日前までにその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約

の価額は、前項により定められる日を特定日として

第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑦  (略) 

⑧  (略) 

⑨  (略) 

⑩  (略) 

⑪  (略) 

 

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 

第 38 条の 2  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また

は記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解

約金および償還金の支払い等については、この約款

によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱

われます。 

 

(反対者の買取請求権) 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約または前条

に規定する信託約款の変更を行う場合において、

第 39 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内

に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者

の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、

受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

 

(添付信託約款付則第 1 条を削除し、以下の内容に置き換えま

す。) 

第 1 条 2006 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11

条、第 13 条から第 15 条の規定および受益権と読み替えられた受

益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受

益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。

 

 

 

 

 

 

③  (同左) 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をす

るときは、委託者の指定する証券会社または登録

金融機関に対し、受益証券をもって行うものとしま

す。 

 

 

 

 

 

⑤  (同左) 

⑥  前項により一部解約の実行の請求が保留された

場合には、受益者は保留された一部解約の実行の

請求を撤回できます。ただし、受益者が変更後の特

定日の 5 営業日前までにその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解

約の価額は、前項により定められる日を特定日とし

て第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。

⑦  (同左) 

⑧  (同左) 

⑨  (同左) 

⑩  (同左) 

⑪  (同左) 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

(反対者の買取請求権) 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約または前条

に規定する信託約款の変更を行う場合において、

第 39 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内

に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者

の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

 

(添付信託約款付則第 1 条をご参照ください。) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 
愛称：GS US ニュートラル 

追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資専用／信託期間 無期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求目論見書 

2006.4 

 

※本書は、証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

 

■ 設定・運用は 



 

 

 

1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称

「GS US ニュートラル」）(以下｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集については、委託会

社は、証券取引法第５条の規定により、有価証券届出書を平成 17 年 10 月 13 日に関東

財務局長に提出しており、平成 17 年 10 月 14 日にその届出の効力が生じております。 

2. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投

資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

 

 

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではあ

りません。 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式を投資対象としますので、組入株

式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価

額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 

 

 

(注 1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあり

ます。また、「販売会社」とは委託会社の指定する証券会社および登録金融機関をいうほか、文脈上別に解

すべき場合を除き、これらのためにお申込みの取次を行う取次会社を含むことがあります。 

(注 2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。）を

「投資信託法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等

の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとします。）を「社振法」ということがあります。 

(注 3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計

として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 

(注 4） 本書においてゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称「GS US ニュートラル」）を

｢本ファンド｣または｢GS US ニュートラル｣ということがあります。また、主要投資対象であるゴールドマン・サックス 

米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラスおよびゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴール

ドマン・サックス US＄リキッド・リザーブズ・ファンドをそれぞれ「米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス」

および「US＄リキッド・リザーブズ・ファンド」ということがあります。 

(注 5） 委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン

ト」といいます。 
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